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審決 

 

無効２０１８－８０００５８ 

 

 （省略） 

 請求人 株式会社 コスメック 

 

 （省略） 

 代理人弁護士 井上 裕史 

 

 （省略） 

 代理人弁護士 田上 洋平 

 

 （省略） 

 被請求人 パスカルエンジニアリング 株式会社 

 

 （省略） 

 代理人弁理士 深見 久郎 

 

 （省略） 

 代理人弁護士 別城 信太郎 

 

 （省略） 

 代理人弁理士 佐々木 眞人 

 

 （省略） 

 代理人弁理士 高橋 智洋 

 

 （省略） 

 代理人弁理士 松田 将治 

 

 

 上記当事者間の特許第６２９１５１８号発明「流体圧シリンダ及びクランプ

装置」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。 

 

 結論 

 特許第６２９１５１８号の請求項に係る発明についての特許を無効とす

る。 

 審判費用は、被請求人の負担とする。 

 

 理由 

第１ 主な手続の経緯 

 本件特許第６２９１５１８号の請求項１ないし５に係る発明についての出願
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の主な手続の経緯は、以下のとおりである。 

 平成２３年１０ 月７日 特願２０１１－２２２８４６号（以下「原々々出

願」という。）の出願 

 平成２５年 ７月２６日 原々々出願の一部を新たに特許出願（特願２０１

３－１５５４４４号、以下「原々出願」という。）として出願 

 平成２７年 ９月２４日 原々出願の一部を新たに特許出願（特願２０１５

－１８６５３１号、以下「原出願」という。 

）として出願 

 平成２８年 ４月１１日 原出願の一部を新たに本件特許に係る特許出願

（特願２０１６－７８５４５号、以下「本件出願」という。）として出願 

 平成２８年 ５月１０日 手続補正書の提出 

 平成２９年 ５月３０日 拒絶理由（新規事項等）の通知 

 平成２９年１０月 ５日 意見書の提出 

 平成３０年 ２月１６日 本件特許の特許権の設定登録 

 平成３０年 ３月１４日 本件特許の特許公報発行（特許第６２９１５１８

号公報） 

 平成３０年 ５月１１日 本件無効審判の請求 

 平成３０年 ７月２７日 審判事件答弁書の提出 

 平成３０年 ８月３１日 審理事項の通知 

 平成３０年１０月 １日 口頭審理陳述要領書の提出（請求人） 

 平成３０年１０月 １日 口頭審理陳述要領書の提出（被請求人） 

 平成３０年１０月１５日 口頭審理 

 平成３０年１１月 ２日 審決の予告 

  なお、審決の予告に対する応答はなかった。 

 

第２ 本件特許の請求項１ないし５に係る発明 

 本件特許の請求項１ないし５に係る発明（以下「本件特許発明１」ないし

「本件特許発明５」という。）は、本件特許の特許請求の範囲の請求項１ない

し５に記載された次のとおりのものと認める。 

 

「【請求項１】 

 シリンダ本体と、 

 前記シリンダ本体に進退可能に装備された出力部材と、 

 前記出力部材を進出側と退入側の少なくとも一方に駆動する為の流体室と、 

 前記シリンダ本体内に形成され且つ一端部に加圧エアが供給され他端部が外

界に連通したエア通路と、 

 前記エア通路を開閉可能な開閉弁機構とを備えた流体圧シリンダであって、 

 前記開閉弁機構は、 

 前記シリンダ本体に形成した装着孔に進退可能に装着され、小径軸部と前記

小径軸部に対して前記流体室の反対側に設けられた大径軸部とが一体成形され

た弁体本体を含む弁体と、 

 前記弁体の前記大径軸部を前記流体室側に弾性付勢して前記弁体を前記流体
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室側に進出させた状態に保持する弾性部材と、 

 前記シリンダ本体の前記装着孔の途中部に設けられ、前記弁体本体の前記小

径軸部が挿通される貫通孔を有する環状部材と、 

 前記装着孔の開放側部分に固定され、前記弁体本体の前記大径軸部が内嵌さ

れる凹穴を有するキャップ部材と、 

 前記環状部材と前記キャップ部材との間に形成され、前記弁体を収容する収

容室と、 

 前記環状部材の径方向に延びるように形成され、前記収容室を前記エア通路

の前記一端部側に連通させる第１エア通路と、 

 前記キャップ部材に形成され、前記収容室を前記エア通路の前記他端部側に

連通させる第２エア通路とを含み、 

 前記出力部材が所定の位置にない場合、前記開閉弁機構は、前記弁体を前記

流体室に進出させた状態に保持し、前記第１エア通路と前記第２エア通路とを

開く開放状態を維持し、 

 前記出力部材が所定の位置に達したときに、前記出力部材により前記弁体を

移動させて前記開閉弁機構の開閉状態を前記第１エア通路と前記第２エア通路

とを閉じる閉弁状態に切り換え、前記エア通路のエア圧を介して前記出力部材

が前記所定の位置に達したことを検知可能に構成したことを特徴とする流体圧

シリンダ。 

【請求項２】 

 前記開閉弁機構は、前記弁体に当接可能な弁座をさらに備え、 

 前記弁体は、前記弁体本体に外嵌状に装着され且つ前記弁座に接近・離隔可

能な可動弁体を備えることを特徴とする請求項１に記載の流体圧シリンダ。 

【請求項３】 

 前記小径軸部の外周側に設けられ、前記流体室と前記収容室との間をシール

する第１シール部材と、 

 前記キャップ部材により塞がれた前記装着孔の内部と外界との間をシールす

る第２シール部材とをさらに備えた、請求項１または請求項２に記載の流体圧

シリンダ。 

【請求項４】 

 前記所定の位置が、前記出力部材の上昇限界位置、作動途中位置、下降限界

位置のうちの何れかの位置であることを特徴とする請求項１から請求項３のい

ずれかに記載の流体圧シリンダ。 

【請求項５】 

 前記出力部材からなるクランプロッドを備え、請求項４に記載の流体圧シリ

ンダによりクランプロッドを駆動するように構成したことを特徴とするクラン

プ装置。」 

 

第３ 無効理由、無効理由に対する答弁及び証拠方法 

１．請求人の主張する請求の趣旨並びに無効理由１及び２ 

 審判請求書（以下「請求書」という。）及び平成３０年１０月１日付け口頭

審理陳述要領書（以下「請求人要領書」という。）によれば、請求人の主張す
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る請求の趣旨は、本件特許発明１ないし５についての特許を無効とする、との

審決を求めるものであり、その無効理由１及び２の概要は以下のとおりである。 

 

（１）無効理由１（特許法第１７条の２第３項） 

 被請求人が平成２８年５月１０日提出の手続補正書でした補正（以下「本件

補正」という。）は、本件出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範

囲及び図面（以下「当初明細書等」という。）に記載した事項の範囲内におい

てしたものではなく、特許法第１７条の２第３項に規定される要件を満足して

いないから（新規事項の追加）、本件特許発明１ないし５は、同法第１２３条

第１項第１号に該当し、無効とすべきである。 

 

（２）無効理由２（特許法第３６条第６項第１号） 

 本件特許発明１ないし５は、当初明細書等の発明の詳細な説明に記載したも

のではなく、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていないか

ら（サポート要件違反）、同法第１２３条第１項第４号に該当し、無効とすべ

きである。 

 

２．被請求人の主張する答弁の趣旨 

 平成３０年７月２７日付け審判事件答弁書（以下「答弁書」という。）、平

成３０年１０月１日付け口頭審理陳述要領書（以下「被請求人要領書」とい

う。）によれば、被請求人の答弁の趣旨は、本件審判請求は成り立たない、と

の審決を求めるものである。 

 

３．証拠方法 

（１）請求人の証拠方法 

 請求人は審判請求書とともに、証拠方法として以下の甲１－１ないし５－４

を提出している。また、請求人要領書とともに、甲６を提出している。 

甲１－１：本件出願の願書に最初に添付した明細書 

甲１－２：本件出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲 

甲１－３：本件出願の願書に最初に添付した図面 

甲２  ：米国特許第２９４９０９８号明細書及びその翻訳文 

甲３－１：平成２９年第１９３号事実実験公正証書（公証人下野恭裕作成） 

甲３－２：ＬＬ－ＲＭ／ＲＮ リニアシリンダ断面構造図、２０１０年（平成

２２年）６月３日作成の写し 

甲３－３：平成２９年第１５６号事実実験公正証書（公証人杉垣公基作成） 

甲３－４：リニアシリンダカタログ、株式会社コスメック、２０１０年（平成

２２年）５月作成、表紙、５～６ページ、２３～２４ページ、２７～２８ペー

ジ、４５～４６ページ、裏表紙の写し 

甲４  ：Ｓｅｎｓｉｎｇ Ｌｉｎｋ ｃｌａｍｐ，リンククランプ 複動 

７ＭＰａ，ｍｏｄｅｌ ＣＬＭ カタログ、パスカルエンジニアリング株式会

社、２０１８年（平成３０年）３月２８日出力、１３７～１７４ページの写し 

甲５－１：原出願の平成２７年１０月２３日提出の手続補正書 
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甲５－２：原出願の平成２７年１１月２０日付けの拒絶理由通知書 

甲５－３：原出願の平成２７年１２月２４日提出の意見書 

甲５－４：原出願の平成２８年１月７日付けの拒絶査定 

甲６  ：本件出願の平成２８年５月１０日提出の手続補正書 

 

（２）被請求人の証拠方法 

 被請求人は答弁書とともに、証拠方法として乙１ないし４を提出している。 

乙１：特開２００１－８７９９１号公報 

乙２：特開２００３－３０５６２６号公報 

乙３：特開２００９－１２５８２１号公報 

乙４：本件出願の平成２９年１０月５日提出の意見書 

 

第４ 当事者の主張 

１．無効理由１について 

［請求人］ 

（１）当初明細書等（甲１－１ないし３）には、流体圧導入室（油圧導入室）

を設けるとともに、弁体を流体室の流体圧により出力部材側へ進出させた状態

に保持する構成が開示されている（当初明細書等【請求項１】等）。そして、

弁体を出力部材側へ進出させた状態に保持する構成として、スプリングで例示

された弾性部材（当初明細書等【請求項７】【００７４】【００７５】【図１

１】【図１２】）を開示している実施例２は、流体圧を用いる技術的事項を必

須構成としており、補助的な役割として弾性部材が記載されているにすぎない。 

 しかも、上記の実施例２の作用効果は、油圧によって弁体を進出状態に保持

させることを前提した実施例１（当初明細書等の請求項１にかかる発明の実施

例）の作用効果（当初明細書等【００７２】の「信頼性と耐久性の面で有利で

ある」）と、同一である。すなわち、上記実施例２の作用効果として、「実施

例１の油圧シリンダと同様の効果が得られる」と明記されている（当初明細書

等【００７５】の最終文）。 

 さらには、上記実施例１及び２のみならず、実施例３ないし実施例８の各実

施例においても、全て、弁体を進出状態に保持させるために、油圧を用いるこ

とを必須の構成としており、油圧を用いない構成については記載も示唆もない。 

 このように、当初明細書等には、弾性部材を補助的に用いる場合であっても、

弁体を出力部材側へ進出させてこれを保持するための構成としては、流体室の

流体圧を用いる構成が必須のものとされているのである。 

 すなわち、当初明細書等には、弁体を進出状態に保持するにあたり、流体圧

（油圧）を前提とした構成に弾性部材（スプリング）を補助的に付加すること

が記載されているものの、弾性部材（スプリング）のみにより弁体を出力部材

側へ進出させた状態に保持するとの技術的事項は、記載も示唆もないのである。

（請求書第９ページ第２行ないし第１０ページ第２行） 

 

（２） 
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上図に示すように、時間とともに、アンクランプ油室１５及び油圧導入室５３

の圧力が上昇していき、弁体５１に下向きの大きな力（Ｆａ）が作用する場合

において、弁体５１を進出状態に保持できるのは、上記の力（Ｆａ）よりも大

きい上向きの力（Ｆｂ）が存在するからである。 

 すなわち、仮に、下左図に示された前記の油圧導入室５３（及び油圧導入路

５４）を無くした場合には（下右図を参照）、上記の上向きの力（Ｆｂ）が無

くなる。この場合、弁体５１は、上記油室１５の圧力が上昇したときに、下向

きの大きな力（Ｆａ）によって押し下げられてしまい、進出状態を保持できな

くなる。 

 それゆえ、上記油室１５の圧力が前記の設定充填圧力（例えば、７ＭＰａ）

やその近傍の高圧領域に到達した場合でも「弁体５１を弾性部材（スプリング

５３ａ）の付勢力（上図の水色↑）のみで進出保持可能である」との技術的事

項を、当業者が当初明細書等から導くことはできない。（請求書第１１ページ

第１４行ないし第１２ページ第１２行） 
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（３）知財高判平成２８年８月２４日・平成２７年（行ケ）第１０２４５号に

おいては 

「自明な事項というには、その手段が明細書に記載されているに等しいと認め

られるものでなければならず、単に、他にも手段があり得るという程度では足

りない。上記のとおり、当初明細書等には、便座昇降装置以外の手段について

は何らの記載も示唆もないのであり、他の手段が、当業者であれば一義的に導

けるほど明らかであるとする根拠も見当たらない。・・・。しかしながら、上

記の自明な事項の解釈からいって、他に公知技術があるからといって当該公知

技術が明細書に実質的に記載されていることになるものでないことは、明らか

である。」 

として、他に手段があり得るとか、他に公知技術があるからといって、実質的

に記載されていることにはならないのである。 

 また、知財高判平成１８年１２月２０日・平成１７年（行ケ）第１０８３２

号においては 

「すなわち、明細書又は図面の記載から見て、ある事項が自明であるというた

めには、ある周知技術を前提とすれば、当業者が、明細書又は図面の記載から、

当該事項を容易に理解認識できるというだけでなく、たとえ周知技術であろう

と、明細書又は図面の記載を、当該技術と結び付けて理解しようとするための

契機（示唆）が必要であると解すべきである。」 

として、周知技術であっても、当初明細書等の記載を、当該技術と結びつけて

理解しようとするための契機（示唆）が必要なのである。（請求人要領書第４

ページ第８行ないし第５ページ第１行） 

 

（４）当初明細書等の実施例２の記載からは、上記圧縮コイルスプリング５３

ａ単独で弁体本体５８Ａをアンクランプ油室１５に進出させた状態に保持する

ことが可能なものであることは当業者にとって自明ではない。それのみならず、

技術常識や周知技術等を勘案しても、当初明細書等の実施例２の記載には、弁
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体を進出させた状態に保持するために、流体室の流体圧を用いることを必須の

構成としているとしか理解できない。（請求人要領書第５ページ第１０ないし

１５行） 

 

（５）仮に、「流体圧導入室」を備えず「弾性部材」のみで弁体を進出させる

構成が技術常識であったとしても、当初明細書等に当該技術常識が記載されて

いるかどうかは別の問題である。 

 すなわち、上記で引用した裁判例記載のとおり、公知であるからといっても、

当初明細等に記載されたことにはならないし、技術常識であっても当該技術と

結びつけて理解しようとする契機（示唆）が必要である。 

 しかしながら、当初明細書等には当該契機（示唆）は一切存在しない。（請

求人要領書第６ページ第２３行ないし第７ページ第４行） 

 

（６）当初明細書等からは、弁体を進出させた状態に保持するためには、流体

室（及び流体圧導入室）の流体圧を必須の構成としているとしか当業者には理

解できず、流体圧を利用することなく、弁体を進出させた状態に保持する技術

的事項が記載されていると理解することはできない。 

 したがって、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技

術的事項との関係で、「弾性部材単独構造」は新たな技術的事項を導入するも

のである。 

 よって、本件発明１ないし５は、特許法１７条の２第３項の規定に反して登

録されたものである。（請求人要領書第８ページ第１０ないし１７行） 

 

（７）仮に、「装着される圧縮コイルスプリング５３ａの圧縮の度合いを必要

に応じて大きくすることで、弁体本体５８Ａを付勢する上向きの付勢力を大き

くすることができる。また、圧縮コイルスプリング５３ａのばね定数を増大さ

せることによっても、上向きの付勢力を大きくすることができる。」（１３頁

１０～１３行）との主張が技術的に正しいとしても、当該主張を導く記載は、

当初明細書等には皆無である。 

 しかも、圧縮コイルスプリングの付勢力を大きくすることは、弾性部材が必

然的に大きくなることから、「流体圧シリンダを小型化することができる。」

（段落【００２２】）との当初明細書等に記載の作用効果と矛盾するのである。

それゆえ、当業者は、圧縮コイルスプリングの付勢力を増して弾性部材のみで

弁体を進出させることが本件発明に包含されると認識することはない。（請求

人要領書第９ページ第１４ないし２５行） 

 

［被請求人］ 

（１）請求人は、本件発明の１つの例示（実施例）にすぎない「実施例２」の

記載を都合よく解釈することで「流体圧導入室」が必須の構成であると主張す

る（９～２２頁）。 

 しかし、特許法第１７条の２第３項所定の要件の判断においては、補正され

た事項が「当業者によって、当初明細書等の全ての記載を総合することにより
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導かれる技術的事項」に該当するか否かを判断する必要がある（知財高判平成

２０年５月３０日（平成１８年（行ケ）１０５６３号大合議判決）ところ、請

求人の主張は「実施例２」の記載内容の分析のみに終始しており、段落【０１

２２】の「開閉弁機構の構造も例示であって、これらの開閉弁機構に限定され

るものではなく」等を看過し、結局のところ、当初明細書等の全ての記載を総

合した判断に基づくものとはいえないから失当である。（答弁書第５ページ第

６ないし１６行） 

 

（２）実施例２に示された「圧縮コイルスプリング５３ａ」は、それ単独で弁

体本体５８Ａを付勢してアンクランプ油室１５に進出させることが可能なもの

であることは当業者にとって自明であり、「流体圧導入室」を備えず「弾性部

材」のみで弁体を進出させる構成は技術常識ともいえる事項である。当初明細

書等の段落【０１２２】には「種々の開閉弁機構を採用することができる」と

も記載され、「流体圧導入室」を備えない「開閉弁機構」への変形も当然に予

定された範囲のものである。よって、「前記弁体の前記大径軸部を前記流体室

側に弾性付勢して前記弁体を前記流体室側に進出させた状態に保持する弾性部

材」は、「本件の当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技

術的事項」に該当する。（答弁書第１１ページ第１２ないし２０行） 

 

（３）当初明細書等に記載の「小径軸部５８ａ」は、その名が示すとおり、可

能な範囲で「小径」であることが求められるところ、油圧導入室５３を設けな

い場合、弁体本体５８Ａに油圧導入路５４を設ける必要がないため、弁体本体

５８Ａの構造を簡素化し、小径軸部５８ａの径を縮小することができる。この

結果、小径軸部５８ａの断面積を縮小し、アンクランプ油室１５の圧力による

下向きの力（Ｆａ）を小さくすることができる。 

 同じく当初明細書等に記載の「弾性部材」としての「圧縮コイルスプリング

５３ａ」についても、その名のとおり、圧縮して装着されることによって上向

きの力（Ｆｂ）を生じさせる。装着される圧縮コイルスプリング５３ａの圧縮

の度合いを必要に応じて大きくすることで、弁体本体５８Ａを付勢する上向き

の付勢力を大きくすることができる。また、圧縮コイルスプリング５３ａのば

ね定数を増大させることによっても、上向きの付勢力を大きくすることができ

る。 

 このように、「小径軸部５８ａ」の径を小さくしたり、「圧縮コイルスプリ

ング５３ａ」の圧縮の度合いやばね定数を大きくすることで、油圧による下向

きの力よりも弾性部材による上向きの付勢力を大きくして、「弾性部材」の付

勢力のみによって「弁体を流体室に進出させた状態に保持」する（構成要件１

Ｃ）ことが可能である。「小径軸部５８ａ」の径を小さくしたり、「圧縮コイ

ルスプリング５３ａ」の圧縮の度合いやばね定数を大きくすることは、段落

【０１２２】における「種々の開閉弁機構」として当然に予定された範囲にす

ぎないものであるから、「弾性部材」の付勢力のみによって「弁体を流体室に

進出させた状態に保持」することも、本件特許の当初明細書等に記載の事項の

範囲内であることは当然である。（答弁書第１３ページ第２ないし２３行） 



 10 / 23 

 

 

（４）被請求人は、単に「弾性部材単独構造」が周知慣用技術であるから当初

明細書に記載された事項の範囲内であると説明しているわけではない。本件特

許の実施例２の記載は、単に丸３（当審注記：丸の中に３。以下同じ。）

（「油圧」と「弾性力」の併用）の具体例を明示するのみならず、丸１（「油

圧」単独）を丸３（「油圧」と「弾性力」の併用）に改変すること、すなわち

「弁体を付勢する要素」を変更することをも明示していることを見逃してはな

らない。「弁体を付勢する要素」の具体例として「油圧」と「弾性力」とが明

示され、「油圧」という要素を単独で用いること（実施例１等）と、「油圧」

と「弾性力」という要素を併用すること（実施例２）とが明示されているとき

に、「弾性力」を単独で用いること、すなわち「弾性部材単独構造」を採用す

ることは、段落【０１２２】の記載に基づいて開閉弁機構を改変するに際して

当業者が極めて自然に行なうことである。 

 よって、「弾性部材単独構造」は、本件特許の当初明細書等に記載されてい

るのと同然であると当業者が理解する事項であるといわなければならない。

（被請求人要領書第４ページ第１８行ないし第５ページ第４行） 

 

（５）被請求人は、実施例２の記載と段落【０１２２】の記載のみに基づいて

「弾性部材単独構造」が当初明細書に記載された事項の範囲内の事項であると

反論しているわけではないことは上述のとおりである。 

 上記「ア」項において説明したとおり、「弾性部材単独構造」は当初明細書

の実施例１等の記載も併せて考えれば、当業者にとって記載されたも同然の事

項である。すなわち、「弾性部材単独構造」は、本件の当初明細書の記載を総

合して導かれる事項であり、当初明細書に記載された範囲内の事項である。

（被請求人要領書第５ページ第１６ないし２２行） 

 

２．無効理由２について 

［請求人］ 

（１）当初明細書等（甲１－１ないし３）には、流体圧を用いずに弁体を進出

保持する構成についての記載はないところ、本件発明１に係る補正後の明細書

及び図面（以下「本件明細書等」という。）も当初明細書等と同旨であり、流

体圧を用いずに弁体を進出保持する構成についての記載はない。 

 また、弁体の大径軸部の外周部分を弾性部材により付勢して進出保持する構

成についても、前述したとおり当初明細書等には記載も示唆もなく、本件明細

書等においても、大径軸部の外周部分を付勢する構成は記載も示唆もされてい

ない。本件明細書等に開示されている構成は、弁体本体５８Ａの下部に形成さ

れた小径の凹穴５８ｄを付勢する構成のみである。 

 それゆえ、弁体を進出保持するに際して、流体圧を不要とする（必須の構成

としない）本件発明１は、本件明細書等の発明の詳細な説明に記載したもので

はなく、サポート要件を充足しないものである。（請求書第２６ページ第１４

行ないし第２７ページ第３行） 
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（２）当初明細書には、段落【００２１】と【００２２】に発明の効果が明記

され、「信頼性や耐久性」が発明の必須の課題ないし目的であることが明記さ

れているから、被請求人の主張には理由がない。（請求人要領書第１１ページ

第５ないし７行） 

 

（３）段落【００２１】に記載のとおり、流体圧シリンダの小型化においても、

「開閉弁機構は、弁体と弁座と流体圧導入室と流体圧導入路とを備え」ること

をその必須の構成としているのである。 

 したがって、仮に被請求人の主張するとおり、「信頼性や耐久性の向上」と

「小型化」が異なる課題であり、いずれか１つの課題が解決すれば足りるとし

ても、いずれの課題の解決にも弁体を進出させた状態に保持するために、流体

室の流体圧を用いることを必須の構成としている（段落【００２１】【００２

２】）ことから、被請求人の主張には理由がない。（請求人要領書第１１ペー

ジ第２１ないし２８行） 

 

［被請求人］ 

（１）本件特許の出願当初の明細書（段落【００１１】等）には、 

・「出力部材が所定の位置に達したことをシリンダ本体内のエア通路のエア圧

の圧力変化を介して確実に検知可能で小型化可能な流体圧シリンダ及びクラン

プ装置を提供すること」、 

・「出力部材の所定の位置を検出する信頼性や耐久性を向上し得る流体圧シリ

ンダ及びクランプ装置を提供すること」 

という別個独立の２つの課題ないし目的が並列的に示されており、そのうち少

なくとも１つが達成されればよいのであるから、「信頼性と耐久性を確保する」

ことが必ずしも必須の課題ないし目的ということはできない。 

 また、仮に「信頼性や耐久性を向上」させることが必須の課題ないし目的で

あるとしても、本件発明は「流体圧導入室」を備えないものの、この目的に反

するものではない。 

 よって、「流体圧導入室」を備えない本件発明は、出願当初の明細書等に記

載の発明の目的を達しないとする請求人の主張は到底成り立たない。（答弁書

第５ページ第２２行ないし第６ページ第７行） 

 

（２）本件発明は、「弁体をシリンダ本体に形成した装着孔に組み込むことで、

開閉弁機構をシリンダ本体内に組み込むことができるため、流体圧シリンダを

小型化することができる」とともに、「出力部材が所定の位置に達したとき、

出力部材により弁体を移動させて開閉弁機構の開閉状態を確実に切り換えるた

め、エア通路のエア圧を介して出力部材の所定の位置を確実に検知可能である」

ものであるため、「出力部材が所定の位置に達したことをシリンダ本体内のエ

ア通路のエア圧の圧力変化を介して確実に検知可能で小型化可能な流体圧シリ

ンダ及びクランプ装置を提供する」という、当初明細書等に記載された少なく

とも１つの目的を達成しており、当初明細書に記載の範囲を超えるものではな

い。（答弁書第１６ページ第１２ないし２０行） 
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（３）本件発明によれば、上述のとおり、「弁体」の移動距離を短くすること

ができるので、特許文献２（乙２）に記載の構造と比較して、「弁体」の摺動

部の摩耗を抑制し、長期間使用した場合にエア通路を閉止する性能の低下を抑

制することが可能である。すなわち、本件発明は、「流体圧導入室」を備えな

い状態においても、段落【０００９】の「エア通路を閉止する性能が低下」

（特許文献２）という課題を解決し、「信頼性や耐久性を向上」の目的（段落

【００１１】）に反しないものである。（答弁書第１７ページ第１０ないし１

６行） 

 

第５ 当審の判断 

１．当初明細書等に記載された発明について 

 当初明細書等には以下のとおり記載されている（ただし下線部は当審で付与

したものである。以下同じ。）。 

（１）特許請求の範囲 

「【請求項１】 

 シリンダ本体と、このシリンダ本体に進退可能に装備された出力部材と、こ

の出力部材を進出側と退入側の少なくとも一方に駆動する為の流体室とを有す

る流体圧シリンダにおいて、 

 前記シリンダ本体内に形成され且つ一端部に加圧エアが供給され他端部が外

界に連通したエア通路と、このエア通路を開閉可能な開閉弁機構とを備え、 

 前記開閉弁機構は、前記シリンダ本体に形成した装着孔に進退可能に装着さ

れ且つ先端部が前記流体室に突出する弁体と、この弁体が当接可能な弁座と、

前記流体室の流体圧によって前記弁体を前記出力部材側に進出させた状態に保

持する流体圧導入室と、前記流体室と前記流体圧導入室とを連通させる流体圧

導入路とを備え、 

 前記出力部材が所定の位置に達したときに、前記出力部材により前記弁体を

移動させて前記開閉弁機構の開閉状態を切り換え、前記エア通路のエア圧を介

して前記出力部材が前記所定の位置に達したことを検知可能に構成したことを

特徴とする流体圧シリンダ。 

【請求項２】 

 前記流体室に流体圧が供給された状態において、前記開閉弁機構は前記弁体

が前記弁座から離隔した開弁状態を維持し、 

 前記流体室の流体圧がドレン圧に切り換えられ且つ前記出力部材が前記所定

位置に達した時に、前記開閉弁機構は、前記弁体が前記弁座に当接した閉弁状

態に切り換えられることを特徴とする請求項１に記載の流体圧シリンダ。 

【請求項３】 

 前記流体室に流体圧が供給されている場合、前記開閉弁機構は前記弁体が前

記弁座に当接した閉弁状態を維持し、 

 前記流体室の流体圧がドレン圧に切り換えられ且つ前記出力部材が前記所定

位置に達した時に、前記開閉弁機構は、前記弁体が前記弁座から離隔した開弁

状態に切り換えられることを特徴とする請求項１に記載の流体圧シリンダ。 
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【請求項４】 

 前記開閉弁機構は、前記シリンダ本体に形成された前記装着孔に挿入螺合さ

れ且つ前記弁体が進退可能に挿入されたキャップ部材を備え、 

 前記キャップ部材に、前記出力部材側端部に前記弁座が形成され、前記キャ

ップ部材と前記弁体との間に前記流体圧導入室が形成されたことを特徴とする

請求項２に記載の流体圧シリンダ。 

【請求項５】 

 前記弁体は、弁体本体と、この弁体本体に外嵌状に装着され且つ前記弁座に

接近・離隔可能な可動弁体とを備え、前記弁体本体と前記可動弁体との間にシ

ール部材が設けられたことを特徴とする請求項４に記載の流体圧シリンダ。 

【請求項６】 

 前記開閉弁機構の流体圧導入路は、前記弁体に貫通状に形成されたことを特

徴とする請求項１に記載の流体圧シリンダ。 

【請求項７】 

 前記開閉弁機構は、前記弁体を前記出力部材側に弾性付勢する弾性部材を有

することを特徴とする請求項１に記載の流体圧シリンダ。 

【請求項８】 

 前記所定の位置が、前記出力部材の上昇限界位置、作動途中位置、下降限界

位置のうちの何れかの位置であることを特徴とする請求項１に記載の流体圧シ

リンダ。 

【請求項９】 

 前記出力部材からなるクランプロッドを備え、請求項８に記載の流体圧シリ

ンダによりクランプロッドを駆動するように構成したことを特徴とするクラン

プ装置。」 

 

（２）明細書 

ア．段落００２１ないし００２３ 

「請求項１の流体圧シリンダによれば、シリンダ本体内のエア通路を開閉する

開閉弁機構を設け、この開閉弁機構は、弁体と弁座と流体圧導入室と流体圧導

入路とを備え、弁体をクランプ本体に形成した装着孔に組み込むことで、開閉

弁機構をシリンダ本体内に組み込むことができるため、流体圧シリンダを小型

化することができる。 

 前流体圧シリンダの流体室の流体圧を、開閉弁機構の流体圧導入室に流体圧

導入路を介して導入可能に構成し、出力部材が所定の位置に達しない状態では、

流体室の流体圧を利用して弁体を流体室側に突出した状態に保持することがで

き、開閉弁機構の開閉状態を保持することができる。流体室の流体圧を利用し

て弁体を付勢するため、信頼性と耐久性の面で有利である。 

 出力部材が所定の位置に達したとき、出力部材により弁体を移動させて開閉

弁機構の開閉状態を確実に切り換えるため、前記エア通路のエア圧を介して出

力部材の所定の位置を確実に検知可能である。」 

イ．段落００２８ 

「請求項６の流体圧シリンダによれば、流体圧導入路をシリンダ本体に形成す
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る必要がなく、開閉弁機構をコンパクトに構成することができる。」 

ウ．段落００４８（実施例１） 

「次に、第１開閉弁機構３０について説明する。 

 図２，図７，図９に示すように、第１開閉弁機構３０は、第１挿通孔１２ｂ

の上端部の外周側付近において上端壁部材１２の壁部の内部に配設され、第１

エア通路２１の上流側エア通路２１ａの下流端部を開閉可能に設けられている。

第１開閉弁機構３０は、弁体３１と、キャップ部材３２と、弁座３２ａと、油

圧導入室３３（流体圧導入室）と、油圧導入路３４（流体圧導入路）と、内部

のエア通路３５ａ～３５ｆとを備え、上端壁部材１２の装着孔３６にキャップ

部材３２と環状部材３７を介して組み込まれている。」 

エ．段落００５７及び００５８（実施例１） 

「油圧導入室３３が、前記凹穴３２ｂのうちのキャップ部材３２と弁体本体３

８との間に形成され、弁体本体３８に貫通状に形成された油圧導入路３４を介

して、クランプ油室１４の筒状部１４ａに接続されている。油圧導入路３４の

先端部分には複数の分岐油路３４ａが形成されている。クランプ油室１４に油

圧が供給されると、油圧導入路３４から油圧導入室３３に油圧が導入され、そ

の油圧が弁体本体３８を進出方向（ピストンロッド部４ｃ側）へ付勢する。 

 次に、油圧シリンダ３と第１開閉弁機構３０の作用について説明する。 

 クランプ油室１４に油圧が供給され、ピストンロッド部材４ａが下降途中又

は下降限界位置（クランプ状態）のとき、小径ロッド部４ｄが第１開閉弁機構

３０に対向する。そのため、第１開閉弁機構３０においては、図９に示すよう

に、油圧導入室３３に導入された油圧を弁体３１が受圧して弁体本体３８が進

出状態になり、弁面３９ｖが弁座３２ａから離隔して閉弁状態から開弁状態に

切換わり、エア通路３５ａ～３５ｆが連通状態となる。このとき、係合軸部３

８ｃの段部により環状係合部３９ｃが奥方へ押動されるため、確実に閉弁状態

から開弁状態になる。尚、閉弁状態から開弁状態への切換えが、『開閉状態の

切換え』に相当する。」 

オ．段落００６９（実施例１） 

「次に、油圧シリンダ３と第２開閉弁機構５０の作用について説明する。 

 図１、図３に示すクランプ装置１がアンクランプ状態のとき、アンクランプ

油室１５に油圧が充填されているため、油圧導入孔５４から油圧導入室５３へ

油圧が導入され、油圧導入室５３の油圧により弁体５１が上方へ付勢されて上

方へ移動し、環状係合部５９ｃと小径軸部５８ｃの段部の係合を介して、可動

弁体５９も上方へ移動し、環状弁面５９ｖが環状弁座５２ａから離隔して開弁

状態を保持する。」 

カ．段落００７１（実施例１） 

「この油圧シリンダ１によれば、クランプ本体１０内のエア通路２１，２２を

開閉する第１，第２開閉弁機構３０，５０を、シリンダ本体１０に形成した装

着孔３６，５６に組み込むことで、第１，第２開閉弁機構３０，５０をクラン

プ本体１０内に組み込むことができるため、出力部材４の上昇限界位置と下降

限界位置を検出可能な油圧シリンダ１を小型化することができる。」 

キ．段落００７２（実施例１） 
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「第１開閉弁機構３０では、クランプ油室１４内の油圧を油圧導入室３３に導

入し、その油圧を弁体３１に作用させて、弁体３１を出力部材４側へ突出状態

に保持できるため、信頼性と耐久性の面で有利である。第２開閉弁機構につい

ても同様である。」 

ク．段落００７４及び００７５（実施例２） 

「実施例１の第２開閉弁機構５０を部分的に変更した第２開閉弁機構５０Ａに

ついて説明する。但し、変更部分についてのみ説明し、同様の部材に同じ符号

を付して説明を省略する。図１１、図１２に示すように、弁体本体５８Ａの下

端部分に下端開放の凹穴５８ｄであって油圧導入室５３に開口した凹穴５８ｄ

が形成され、この凹穴５８ｄと油圧導入室５３に圧縮コイルスプリング５３ａ

が装着された。弁体本体５８Ａは、油圧導入室５３の油圧によって上方へ付勢

されると共に、圧縮コイルスプリング５３ａによって上方へ付勢されている。 

 圧縮コイルスプリング５３ａを設けたため、クランプ状態からアンクランプ

状態へ切換える際に、アンクランプ油室１５に充填される油圧の圧力が立ち上

がるまでの過渡時における、弁体５１の作動確実性を高めることができる。尚、

第１開閉弁機構３０にも、上記と同様に、圧縮スプリングを組み込んでもよい。

その他、実施例１の油圧シリンダと同様の効果が得られる。」 

ケ．段落００７８（実施例３） 

「図１３に示すアンクランプ状態のとき、アンクランプ油室１５に油圧が供給

されるため、油圧導入室５３に導入される油圧により、弁体本体５８と可動弁

体５９Ｂとが上方へ付勢されて上昇限界位置になるため、環状弁面５９ｖが環

状弁座５２ａから離隔して開弁状態になる。」 

コ．段落００８３（実施例４） 

「図１５に示すように、アンクランプ状態のときは、アンクランプ油室１５の

油圧が油圧導入室５３に導入されるため、第２開閉弁機構５０Ｂと同様に、環

状弁面５９ｖが環状弁座５２ａから離隔して開弁状態となる。クランプ状態の

ときには、第２開閉弁機構５０Ｂと同様に、環状弁面５９ｖが環状弁座５２ａ

に当接して閉弁状態になる。この第２開閉弁機構５０Ｃでは、部品の精度要求

が緩和されるため、製作面で有利である。その他、実施例１の油圧シリンダと

同様の効果が得られる。」 

サ．段落００８５（実施例５） 

「前記第１開閉弁機構３０は、出力部材４が上昇限界位置のとき閉弁状態にな

り、出力部材４が下降限界位置のとき開弁状態になる。しかし、この第１開閉

弁機構３０Ｄは、出力部材４が上昇限界位置のとき開弁状態になり、出力部材

４が下降限界位置のとき閉弁状態になる。図１７～図２４に示すように、第１

開閉弁機構３０Ｄは、キャップ部材３２と、環状部材３７Ｄと、弁体３１Ｄと、

油圧導入室３３と、油圧導入路３４と、内部のエア通路３５ａ、３５ｂ、３５

ｇ、３５ｈとを備え、上端壁部材１２に形成した水平向きの装着孔３６に装着

したものである。弁体３１Ｄは弁体本体３８のみで構成され、弁体本体３８は、

小径軸部３８ａと大径軸部３８ｂとを一体形成したものである。」 

シ．段落００９２（実施例５） 

「図１９に示すように、クランプ装置１Ｄがアンクランプ状態で、アンクラン
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プ油室１５に油圧が供給された状態で、ピストンロッド部材４ａが下昇限界位

置でないとき、油圧導入路５４から油圧導入室５３に油圧が導入され、弁体本

体５８が上方へ僅かに進出移動するため、環状弁面５８ｃが環状弁座５７ｂに

当接して閉弁状態になる。その結果、第２エア通路２２のエア圧が上昇するた

め、出力部材４が下降限界位置から上昇したことを圧力スイッチ２２ｎにより

検出する検出することができる。」 

ス．段落００９９（実施例６） 

「アンクランプ油室７５に油圧を供給し、クランプ油室７４の油圧を抜いたア

ンクランプ状態においては、図２６に示すように、油圧が油圧導入路８３から

油圧導入室８２に導入され、その油圧を受圧する弁体８０が下方へ移動し、環

状弁面８０ｖが環状弁座８１ａに当接して閉弁状態になる。その結果、エア通

路８５ｓ内のエア圧が高くなるから、圧力スイッチ又は圧力センサにより、上

昇限界位置から下降したことを検出することができる。」 

セ．段落０１０５及び０１０６（実施例７） 

「このクランプ装置１Ｆには、ピストンロッド部材９０がアンクランプ状態か

らクランプ状態に移行する（ピストンロッド部材９０が下降する）際に、ピス

トンロッド部材９０がツイスト動作を完了したことを検出する為の開閉弁機構

５０Ｆが設けられている。 

 この開閉弁機構５０Ｆは、前記実施例１の第２開閉弁機構５０とほぼ同様の

構造であるので、同様の部材に同じ符号を付して簡単に説明する。」 

ソ．段落０１１３（実施例８） 

「この開閉弁機構３０Ｇは、実施例５の第１開閉弁機構３０Ｄと同様のもので

あるので同様の部材に同じ符号を付して簡単に説明する。前記実施例７の開閉

弁機構５０Ｆは、出力部材４Ｆがツイスト動作中にはのとき開弁状態になり、

出力部材４Ｆがツイスト動作完了時以降に閉弁状態になる。しかし、この開閉

弁機構３０Ｇは、出力部材４Ｆがツイスト動作中には閉弁状態になり、出力部

材４Ｆがツイスト動作完了時以降に開弁状態になる。」 

タ．段落０１２２ 

「前記の種々の開閉弁機構の構造も例示であって、これらの開閉弁機構に限定

されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の開閉弁機構を採

用することができる。」 

 

（３）図面 

 本件出願に係る発明の実施の形態を説明した図２、３、７、９ないし１６、

１８、１９、２１、２３、２４、２６、２７、３０、３２、３４及び３６には、

開閉弁機構が油圧導入室及び油圧導入路を有する点が明確に示されていると認

められる。 

 

２．本件補正について 

 本件補正は、当初明細書等の特許請求の範囲（「１．当初明細書等に記載さ

れた発明について」の「（１）特許請求の範囲」を参照。）を以下のとおり補

正するものである（下線部は補正箇所を示す。）。 
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「【請求項１】 

 シリンダ本体と、 

 前記シリンダ本体に進退可能に装備された出力部材と、 

 前記出力部材を進出側と退入側の少なくとも一方に駆動する為の流体室と、 

 前記シリンダ本体内に形成され且つ一端部に加圧エアが供給され他端部が外

界に連通したエア通路と、 

 前記エア通路を開閉可能な開閉弁機構とを備えた流体圧シリンダであって、 

 前記開閉弁機構は、 

 前記シリンダ本体に形成した装着孔に進退可能に装着され、小径軸部と前記

小径軸部に対して前記流体室の反対側に設けられた大径軸部とが一体成形され

た弁体本体を含む弁体と、 

 前記弁体の前記大径軸部を前記流体室側に弾性付勢して前記弁体を前記流体

室側に進出させた状態に保持する弾性部材と、 

 前記シリンダ本体の前記装着孔の途中部に設けられ、前記弁体本体の前記小

径軸部が挿通される貫通孔を有する環状部材と、 

 前記装着孔の開放側部分に固定され、前記弁体本体の前記大径軸部が内嵌さ

れる凹穴を有するキャップ部材と、 

 前記環状部材と前記キャップ部材との間に形成され、前記弁体を収容する収

容室と、 前記環状部材の径方向に延びるように形成され、前記収容室を前記

エア通路の前記一端部側に連通させる第１エア通路と、 

 前記キャップ部材に形成され、前記収容室を前記エア通路の前記他端部側に

連通させる第２エア通路とを含み、 

 前記出力部材が所定の位置にない場合、前記開閉弁機構は、前記弁体を前記

流体室に進出させた状態に保持し、前記第１エア通路と前記第２エア通路とを

開く開放状態を維持し、 

 前記出力部材が所定の位置に達したときに、前記出力部材により前記弁体を

移動させて前記開閉弁機構の開閉状態を前記第１エア通路と前記第２エア通路

とを閉じる閉弁状態に切り換え、前記エア通路のエア圧を介して前記出力部材

が前記所定の位置に達したことを検知可能に構成したことを特徴とする流体圧

シリンダ。 

【請求項２】 

 前記開閉弁機構は、前記弁体に当接可能な弁座をさらに備え、 

 前記弁体は、前記弁体本体に外嵌状に装着され且つ前記弁座に接近・離隔可

能な可動弁体を備えることを特徴とする請求項１に記載の流体圧シリンダ。 

【請求項３】 

 前記小径軸部の外周側に設けられ、前記流体室と前記収容室との間をシール

する第１シール部材と、 

 前記キャップ部材により塞がれた前記装着孔の内部と外界との間をシールす

る第２シール部材とをさらに備えた、請求項１または請求項２に記載の流体圧

シリンダ。 

【請求項４】 

 前記所定の位置が、前記出力部材の上昇限界位置、作動途中位置、下降限界
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位置のうちの何れかの位置であることを特徴とする請求項１から請求項３のい

ずれかに記載の流体圧シリンダ。 

【請求項５】 

 前記出力部材からなるクランプロッドを備え、請求項４に記載の流体圧シリ

ンダによりクランプロッドを駆動するように構成したことを特徴とするクラン

プ装置。」 

 

 したがって、本件補正は次の（１）ないし（８）を含むものである。 

（１）本件補正前の請求項１の「前記シリンダ本体に形成した装着孔に進退可

能に装着され且つ先端部が前記流体室に突出する弁体」を「前記シリンダ本体

に形成した装着孔に進退可能に装着され、小径軸部と前記小径軸部に対して前

記流体室の反対側に設けられた大径軸部とが一体成形された弁体本体を含む弁

体」へと変更する。 

 

（２）本件補正前の請求項１から「この弁体が当接可能な弁座と、前記流体室

の流体圧によって前記弁体を前記出力部材側に進出させた状態に保持する流体

圧導入室と、前記流体室と前記流体圧導入室とを連通させる流体圧導入路」と

いう発明特定事項を削除し、「前記弁体の前記大径軸部を前記流体室側に弾性

付勢して前記弁体を前記流体室側に進出させた状態に保持する弾性部材と、前

記シリンダ本体の前記装着孔の途中部に設けられ、前記弁体本体の前記小径軸

部が挿通される貫通孔を有する環状部材と、前記装着孔の開放側部分に固定さ

れ、前記弁体本体の前記大径軸部が内嵌される凹穴を有するキャップ部材と、

前記環状部材と前記キャップ部材との間に形成され、前記弁体を収容する収容

室と、前記環状部材の径方向に延びるように形成され、前記収容室を前記エア

通路の前記一端部側に連通させる第１エア通路と、前記キャップ部材に形成さ

れ、前記収容室を前記エア通路の前記他端部側に連通させる第２エア通路とを

含み、前記出力部材が所定の位置にない場合、前記開閉弁機構は、前記弁体を

前記流体室に進出させた状態に保持し、前記第１エア通路と前記第２エア通路

とを開く開放状態を維持（する）」という発明特定事項を新たに導入する。 

 

（３）本件補正の請求項１の「前記出力部材が所定の位置に達したときに、前

記出力部材により前記弁体を移動させて前記開閉弁機構の開閉状態を切り換え、

前記エア通路のエア圧を介して前記出力部材が前記所定の位置に達したことを

検知可能に構成した」を「前記出力部材が所定の位置に達したときに、前記出

力部材により前記弁体を移動させて前記開閉弁機構の開閉状態を前記第１エア

通路と前記第２エア通路とを閉じる閉弁状態に切り換え、前記エア通路のエア

圧を介して前記出力部材が前記所定の位置に達したことを検知可能に構成した」

へと変更する。 

 

（４）本件補正前の請求項２ないし７を削除する。 

 

（５）請求項２として 
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「前記開閉弁機構は、前記弁体に当接可能な弁座をさらに備え、 

 前記弁体は、前記弁体本体に外嵌状に装着され且つ前記弁座に接近・離隔可

能な可動弁体を備えることを特徴とする請求項１に記載の流体圧シリンダ。」 

 を新たに導入する。 

 

（６）請求項３として 

「前記小径軸部の外周側に設けられ、前記流体室と前記収容室との間をシール

する第１シール部材と、 

 前記キャップ部材により塞がれた前記装着孔の内部と外界との間をシールす

る第２シール部材とをさらに備えた、請求項１または請求項２に記載の流体圧

シリンダ。」 

 を新たに導入する。 

 

（７）本件補正前の請求項８を本件補正後の請求項４とすると共に、本件補正

後の請求項１ないし３のいずれかを引用するものとする。 

 

（８）本件補正前の請求項９を本件補正後の請求項５とすると共に、本件補正

後の請求項４を引用するものとする。 

 

３．無効理由１及び２についての検討 

（１）無効理由１ 

 「１．当初明細書等に記載された発明について」に示したとおり、当初明細

書等の特許請求の範囲には、開閉弁機構が流体圧導入室及び流体圧導入室を備

える点が明確に記載されており、開閉弁機構が流体圧導入室又は流体圧導入路

を備えないで弾性部材のみで弁体を進出させる構成についての記載は全くない。 

 また、当初明細書等の記載ウないしキ及びケないしソに照らすならば、当初

明細書等に記載された実施例１及び３ないし８は、流体室の流体圧によって弁

体を前記出力部材側に進出させた状態に保持する流体圧導入室と、流体室と流

体圧導入室とを連通させる流体圧導入路とを備える開閉弁機構を有するもので

ある。 

 また、当初明細書等の記載クに照らすならば、当初明細書等に記載された実

施例２は、アンクランプ油室１５に充填される油圧の圧力が立ち上がるまでの

過渡時における、弁体５１の作動確実性を高める目的で、油圧導入室５３の油

圧と共に圧縮コイルスプリング５３ａの弾性力によって弁体本体５８Ａを上方

へ付勢する構成を有するものである。逆に、過渡期以外の時においても、油圧

を用いることなく、圧縮コイルスプリングの弾性力のみによって、弁体本体を

上方へ付勢するものとは認められない。 

 また、当初明細書等の記載タは、開閉弁機構の改変を示唆するものではある

が、開閉弁機構の具体的な改変方法については、何ら記載も示唆もしていない。 

 また、「１．当初明細書等に記載された発明について」で指摘したとおり、

本件出願に係る発明の実施の形態を説明した図２、３、７、９ないし１６、１

８、１９、２１、２３、２４、２６、２７、３０、３２、３４及び３６には、
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開閉弁機構が油圧導入室及び油圧導入路を有する点が明確に示されていると認

められる。逆に、開閉弁機構が流体圧導入室又は流体圧導入路を備えないで弾

性部材のみで弁体を進出させる構成についての記載は図中にも全くない。 

 以上によれば、当初明細書等には、流体室の流体圧によって弁体を前記出力

部材側に進出させた状態に保持する流体圧導入室と、流体室と流体圧導入室と

を連通させる流体圧導入路とを備える開閉弁機構を有する流体圧シリンダの発

明のみが記載されており、流体圧導入室又は流体圧導入路を備えないで、弾性

部材のみで弁体を進出させる開閉弁機構についての記載は全くなく、示唆もさ

れていないと認められる。 

 そうすると、本件補正により、本件補正前の請求項１から「この弁体が当接

可能な弁座と、前記流体室の流体圧によって前記弁体を前記出力部材側に進出

させた状態に保持する流体圧導入室と、前記流体室と前記流体圧導入室とを連

通させる流体圧導入路」という発明特定事項を削除し、「前記弁体の前記大径

軸部を前記流体室側に弾性付勢して前記弁体を前記流体室側に進出させた状態

に保持する弾性部材」という発明特定事項を新たに導入したことは、当初明細

書等のすべての記載を統合して導かれる事項との関係において、新たな技術的

意義を追加することを意味する。 

 したがって、本件補正は当初明細書等に記載された事項の範囲内においてし

たものではなく、特許法第１７条の２第３項に規定される要件を満足していな

いから、不適法である。 

 

（２）無効理由１に対する被請求人の主張について 

ア．被請求人は、実施例２に示された「圧縮コイルスプリング５３ａ」は、そ

れ単独で弁体本体５８Ａを付勢してアンクランプ油室１５に進出させることが

可能なものであることは当業者にとって自明であると主張する（上記第４の１．

［被請求人］（２））が、圧縮コイルスプリング５３ａ単独で弁体本体５８Ａ

を付勢してアンクランプ油室１５に進出させる構成は、過渡期以外の時も圧縮

コイルスプリング単独で弁体本体を付勢するものであって、実施例２とは目的

が相違する上、そのようなものは当初明細書等には記載も示唆もされていない。 

 よって、被請求人の当該主張は採用できない。 

 

イ．被請求人は、「流体圧導入室」を備えず「弾性部材」のみで弁体を進出さ

せる構成は技術常識であると主張する（上記第４の１．［被請求人］（２））

が、上記の判決にも示されている（上記第４の１．［請求人］（３））とおり、

ある事項が技術常識であるからといって直ちに当該技術常識が明細書又は図面

に記載された事項の範囲内のものとはいえず、明細書又は図面の記載を、当該

技術常識と結び付けて理解しようとするための契機（示唆）が必要である。 

 ここで、上記のとおり、当初明細書等には、流体圧導入室又は流体圧導入路

を備えず、弾性部材のみで弁体を進出させる開閉弁機構についての記載は全く

なく、示唆もされていないから、たとえ、流体圧導入室を備えず弾性部材のみ

で弁体を進出させる構成が周知技術又は技術常識であったとしても、当該構成

が当初明細書等に記載された事項の範囲内のものとはいえない。 
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 よって、被請求人の当該主張は採用できない。 

 

ウ．被請求人は、当初明細書等の段落【０１２２】には「種々の開閉弁機構を

採用することができる」とも記載され、「流体圧導入室」を備えない「開閉弁

機構」（以下「弾性部材単独構造」という。）への変形も当然に予定された範

囲内のものと主張する（上記第４の１．［被請求人］（２））が、仮に弾性部

材単独構造が当初明細書等の記載から自明な事項であるならば、当業者が、当

初明細書等の段落０１２２の記載に基づいて、油圧と弾性力を併用する実施例

２の改変を試みた場合に、種々の改変の中から弾性部材単独構造を選択するこ

とは極めて当然であった、当業者であれば間違いなく選択した、という根拠が

必要である。 

 しかし、上記のとおり、実施例１ないし８のいずれも油圧を単独で又は弾性

力と併用する形で用いるものであり、油圧を用いず弾性力のみを用いるものは

当初明細書等には記載も示唆もされていないのであるから、実施例２の改変を

試みた場合に弾性部材単独構造を選択する契機は全くないと認められる。 

 よって、被請求人の当該主張は採用できない。 

 

 また、本件補正は、第５の２．（１）及び（２）のとおり「弾性部材単独構

造」を選択するとともに、「弁体本体」に「小径軸部」と「大径軸部とが一体

形成された」事項を特定するものである。 

 ここで、流体圧導入室を備える場合には、第４の１．［請求人］（２）で示

されたように、弁体に作用する油圧による力の差を発生させるために、弁体本

体に小径軸部及び大径軸部が一体形成されていることが必須の構成であること

は自明であるが、「弾性部材単独構造」においては、乙第３号証に示されてい

るように、小径軸部及び大径軸部は必ずしも必要ではない。 

 そうすると被請求人の主張は「弾性部材単独構造」への言及にとどまり、

「弾性部材単独構造」を採用しつつ、更に「弁体本体」に「小径軸部」と「大

径軸部とが一体形成された」事項を特定する、本件補正に基づくものとは認め

られない。 

 

エ．被請求人は、「圧縮コイルスプリング５３ａ」のばね定数等を大きくする

ことで、油圧による下向きの力よりも弾性部材による上向きの付勢力を大きく

して、「弾性部材」の付勢力のみによって「弁体を流体室に進出させた状態に

保持」することは可能であり、このことは、段落【０１２２】における「種々

の開閉弁機構」として当然に予定された範囲にすぎないと主張する（上記第４

の１．［被請求人］（３））が、仮に「圧縮コイルスプリング５３ａ」のばね

定数等を大きくすることで、弾性部材による上向きの付勢力を大きくできる事

項が技術的には正しいとしても、当該事項は当初明細書等には記載も示唆もさ

れていない。 

 よって、被請求人の当該主張は採用できない。 

 

オ．被請求人は、実施例２と段落【０１２２】の記載に加えて、実施例１等の
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記載も併せて考えれば、「弾性部材単独構造」は当初明細書に記載された事項

の範囲内の事項であると主張する（上記第４の１．［被請求人］（４）及び

（５））が、実施例１が油圧を用いるものであり、実施例２が油圧と弾性力を

併用するものである以上、実施例１及び２に接した当業者であれば、両実施例

に共通する油圧が必須の構成であり、実施例２にのみ用いられている弾性力は

任意付加的な構成であると解することがむしろ自然であって、弾性部材単独構

造へと改変することが自明であるとは認められない。 

 よって、被請求人の主張は採用できない。 

 

（３）無効理由２ 

 当初明細書等の記載アないしタに照らすならば、当初明細書等には、流体圧

シリンダの開閉弁機構を信頼性と耐久性の面で有利とするという発明の課題を

解決する目的で、流体室の流体圧によって弁体を前記出力部材側に進出させた

状態に保持する流体圧導入室と、流体室と流体圧導入室とを連通させる流体圧

導入路とを備える開閉弁機構を有する流体圧シリンダの発明のみが記載されて

いると認められる。 

 また、流体圧導入室又は流体圧導入路を備えないで弾性部材のみで弁体を進

出させる開閉弁機構についての記載は全くなく、示唆もされていない。そうす

ると、流体圧導入室及び流体圧導入路を備える開閉弁機構は、信頼性と耐久性

の面で有利とするという発明の課題を解決するための必須の構成であると認め

られる。 

 したがって、当該必須の構成が記載されていない、本件特許発明１ないし５

は、当初明細書等による裏付けを欠くものであり、明細書の発明の詳細な説明

に記載されたものとはいえず、特許法第３６条第６項第１号に規定される要件

を満足していない。 

 

（４）無効理由２に対する被請求人の主張について 

 被請求人は、当初明細書等には、流体圧シリンダにおいて、エア圧の圧力変

化を確実に検知可能で小型化可能とすること、及び、出力部材の位置検出の信

頼性や耐久性を向上すること、という別個独立の２つの目的が記載されており、

本件特許発明１ないし５は、「エア圧の圧力変化を確実に検知可能で小型化可

能とする」という、当初明細書等に記載された少なくとも１つの目的を達成し

ている（上記第４の２．［被請求人］（１）及び（２））、また、本件特許発

明１ないし５は、弁体の移動距離を短くすることができるので、「耐久性や信

頼性の向上」という目的に反しない（上記第４の２．［被請求人］（３））と

主張する。 

 ここで、当初明細書等の記載アに照らせば、本件出願においては、開閉弁機

構の弁体をシリンダ本体に形成した装着孔に組み込むことで、開閉弁機構をシ

リンダ本体内に組み込む構成を実現することにより、「流体圧シリンダの小型

化」という発明の目的の一つを達成していると認められる。 

 しかし、本件出願の発明の目的の一つを上記構成を採ることにより実現して

いることと、本件特許発明１ないし５の、流体圧導入室及び流体圧導入路を備
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えず、圧縮コイルスプリングの弾性力のみにより弁体本体を付勢する開閉弁機

構が、本件出願の明細書の発明の詳細な説明に記載されているか否かというこ

とは全く別問題であって、そのような開閉弁機構が当初明細書等には記載も示

唆もされていないことは、上記「（１）無効理由１」で説示したとおりである。 

 また、当初明細書等には、「耐久性や信頼性の向上」という目的を達成する

ものとして、流体室の流体圧によって弁体を前記出力部材側に進出させた状態

に保持する流体圧導入室と、流体室と流体圧導入室とを連通させる流体圧導入

路とを備える開閉弁機構を有する流体圧シリンダの発明しか記載されていない

以上、本件特許発明１ないし５は、弁体の移動距離を短くすることができるの

で、上記目的に反しないという主張が技術的には正しいとしても、特許発明１

ないし５は当初明細書等に裏付けられているものとはいえない。 

 よって、被請求人の主張は採用できない。 

 

第６ むすび 

 以上のとおり、無効理由１及び２は理由があるから、本件特許発明１ないし

５に係る特許は、特許法第１７条の２第３項の規定及び特許法第３６条第６項

第１号の既定に違反してされたものであり、特許法第１２３条第１項第１号及

び第４号に該当し、無効とすべきものである。 

 審判費用については、特許法第１６９条第２項の規定において準用する民事

訴訟法第６１条の規定により、被請求人の負担とする。 

 よって、結論のとおり審決する。 

 

  平成３１年２月５日 

 

 

審判長 特許庁審判官 栗田 雅弘 

特許庁審判官 篠原 将之 

特許庁審判官 平岩 正一 

 

 

（行政事件訴訟法第４６条に基づく教示）  

 この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から３０日（附

加期間がある場合は、その日数を附加します。）以内に、この審決に係る相手

方当事者を被告として、提起することができます。 
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